
① 必要な補償に対して、補償額を充実しました！
② トラブルの内容にかかわらず対応窓口を一本化！

もちろん３６５日２４時間日本語対応！

保険期間

２８日（４週間）

26，82０円！

OSSMA会員専用 海外留学保険
OSSMA会員専用海外留学保険は、海外生活をサポートする危機管理支援システム（OSSMA)に加入された会員専用の
海外旅行総合保険です。横浜国立大学生の海外留学専用にご用意しましたので、是非、ご加入ください。
申込方法等、商品内容、サービスについてのお問い合わせにつきましては、裏面記載の取扱代理店までご連絡ください。

一般の保険だと・・・
OSSMA会員専用海外留学保険なら・・・

トラブル対応

保険請求のための
事故報告

OSSMA
危機管理窓口

（日本ｴﾏｰｰｼﾞｪﾝｼｰｱｼｽﾀﾝｽ）

トラブル対応

保険請求のための
事故報告

危機管理窓口

保険会社

～治療・救援費用と賠償責任に補償を特化している理由は？～

クレジットカード付帯の保険や大学で加入する保険で足りない補償のみを補っているからです。
治療・救援費用、賠償費用は高額な請求を受ける可能性があるため、１億円以上の補償をおすすめします。

＜補償内容＞ ＜補償額＞

治療・救援者費用 100万円 1億円以上の補償をおすすめします。

傷害死亡（正課中） 2,000万円 2,000万円

傷害死亡（正課外） 2,000万円

傷害後遺障害（正課中） 2,000万円 3,000万円

傷害後遺障害（正課外） 2,000万円

疾病死亡 なし

賠償責任 2,000万円 1億円以上の補償をおすすめします。

携行品 15万円

＜ 注意 ＞

クレジットカード付帯の
補償、大学で加入する
保険の補償は個人に
より異なりますので、
必ず、ご自身でご確認
ください。

横浜国立大学
専用

例） クレジットカード補償 学研災の補償 不足分

OSSMA会員専用 海外留学保険の特長

８，65０円！保険料

１４日（２週間）

※Ｂプランの補償内容

保険期間

保険料

保険期間と保険料例

※その他の保険期間、プランは裏面をご覧ください。補償内容 （※Bプラン）

傷害死亡・後遺障害

賠償責任

治療・救援費用

携行品損害

航空機遅延

航空機寄託手荷物

100万円

1億円

保険金額

1億円

20万円

2万円

10万円

※海外留学保険は「海外旅行総合保険」のペットネームです。

（海外旅行総合保険）

＜ご注意＞裏面の料金は、保険料のみの金額です。OSSMAのサービス料金は含まれておりません。



OSSMA会員専用海外留学保険 保険料表

● このチラシは、概要を説明したものです。ご契約手続き・支払い条件その他この保険の詳しい内容についてはあらましをご覧ください。

〒103-8255 東京都中央区日本橋2-2-10
TEL ０３－３２３１－４６７８
FAX ０３－３２３１－７８３５

SJNK17-21809 （2018/03/26）

お問い合わせ先 ＜取扱代理店＞

日本エマージェンシーアシスタンス株式会社
保険デスク

〒112-0002 東京都文京区小石川1-21-14 NRK小石川ビル
TEL ０３－３８１１－８３０３
FAX ０３－３８１１－８１８３

＜ご注意＞ 上記料金は、保険料のみの金額です。OSSMAのサービス料金は含まれておりません。

引受保険会社

企業営業第五部第五課

2018年1月改訂版

保険期間 保険期間

プラン A B プラン A B

1日 1,190 1,860 25日まで 17,100 20,730

2日 1,360 2,210 27日まで 19,090 22,920

3日 1,740 2,660 29日まで 22,800 26,820

4日 2,100 3,070 31日まで 23,220 27,430

5日 2,420 3,660 34日まで 27,160 31,580

6日 2,680 4,100 39日まで 31,610 36,400

7日 2,910 4,420 46日まで 36,000 41,170

8日 3,130 5,140 53日まで 42,770 48,290

9日 3,440 5,760 2ヶ月まで 52,880 58,840

10日 3,920 6,270 3ヶ月まで 71,570 79,000

11日 4,780 7,160 4ヶ月まで 92,690 101,750

12日 5,300 7,720 5ヶ月まで 121,210 131,700

13日 6,020 8,460 6ヶ月まで 149,050 161,000

14日 6,170 8,650 7ヶ月まで 175,050 188,440

15日 8,050 10,740 8ヶ月まで 203,290 218,120

17日まで 9,030 11,930 9ヶ月まで 267,660 283,960

19日まで 12,290 15,490 10ヶ月まで 343,070 360,800

21日まで 14,550 17,910 11ヶ月まで 395,290 414,460

23日まで 15,840 19,350 1年まで 457,330 477,940

保険料　（単位：円） 保険料　（単位：円）

保険金額　（単位：円）

なし

なし

なし

Ｂ

１００万円

１億円

１億円

２０万円

２万円

１０万円

Ａ

なし

１億円

１億円

補償内容

プラン

傷害死亡・後遺障害

賠償責任

治療・救援費用

携行品損害

航空機遅延

航空機寄託手荷物



この保険のあらまし（契約概要のご説明）

■商品の仕組み ： 海外旅行総合保険
■保険契約者 ： 日本エマージェンシー株式会社
■引受条件（保険金額等）、保険料 ： 引受条件（保険金額等）、保険料は別紙に記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者 ： 横浜国立大学の派遣プログラム等により海外渡航する横浜国立大学の学生
●被保険者 ： 横浜国立大学の派遣プログラム等により海外渡航する横浜国立大学の学生

※危機管理サービスOSSMAに加入した方のみが保険の対象となります。
●お支払方法 ： 別紙をご覧ください。
●お手続方法 ： 添付の加入依頼書に必要事項をご記入のうえ、ご加入窓口までご送付ください。
●保険期間の延長 ： 追加保険料のお支払が必要ですので、保険期間終了前に日本エマージェンシーアシスタンスまでご連絡ください。

お支払する保険金

留学（旅行）行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガまたは病気等により、被保険者が被害を被った場合に保険金をお支払します。

●保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。

「急激かつ偶然な外来の事故」について
■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程
が直接的で時間的間隔のないことを意味します。

■「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
（注）靴ずれ、車酔い、日射病、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。

＜傷害死亡保険金＞

責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、傷害死亡保険金額
の全額をお支払します。ただし、既に傷害後遺障害保険金をお支払している場合は、その金額を差し引いてお支払します。

＜傷害後遺障害保険金＞

責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に
応じて傷害後遺障害保険金額の3％~100％をお支払します。ただし、お支払する傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害後遺障害保険金
額を限度とします。

＜治療・救援費用保険金＞

次に掲げる費用のうち現実に支出した金額をお支払いします。ただし、社会通念上妥当な額とし、ケガまたは病気等の事由の発生1回につき、治療・救
援者費用保険金額を限度とします。
【治療費用部分】
被保険者が以下の①～③のいずれかに該当したことにより、以下のア～キ等の費用（※1）のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額（※2）を
お支払いします。ただし、①に該当した場合は事故の発生の日からその日を含めて180日以内、②または③に該当した場合は医師の治療を開始した
日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。

（お支払い対象となる場合）
①責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、医師の治療を受けた場合
②責任期間中に発病（※3）した病気により、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始した場合。ただし、責任期間終了後72時間を
経過するまでに発病した病気の原因が責任期間中に発病したものにかぎります。
③責任期間中に特定の感染症に感染したことにより、責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合
（※1）国内外を問わず治療を受けた被保険者が病院等に直接支払う費用をいいます。ただし、健保・労災および海外における同様の制度により直接
支払う必要のない費用は除きます。以下同様とします。
（※2）社会通念上妥当な額とします。なお、カイロプラクティック、鍼（はり）または灸（きゅう）の施術者による治療のために支出した金額は対象になりま
せん。
（※3）責任期間開始前から発病していたと医師が判断した場合、（既往症や持病）等は、被保険者の自覚の有無を問わず対象になりません。ただし、
疾病に関する応急治療・救援費用をセットした場合、対象になる場合があります。
（注）病気の原因の発生時期、発病の時期、治療を開始した時期等は医師の診断によります。以下、治療・救援費用において同様とします。

（お支払い対象となる主な費用）
ア.医師また病院に支払った診察費・入院費等の費用 イ.義手および義足の修理費 ウ.入院または通院のための交通費
エ.治療のために必要な通訳雇入費用 オ.保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
カ.a.入院により必要となった国際電話料等通信費
b.入院に必要な身の回り品購入費（5万円を限度とします。）
ただし、1回のケガまたは1回の病気につきa.b.を合計して20万円を限度とします。

キ.当初の旅行行程を離脱したことで必要となった当初の旅行行程に復帰または直接帰国するための交通費および宿泊
費。ただし、払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額は差し引いてお支払します。 など →救援者費用部分については次頁

①



【救援費用部分】

被保険者が以下の①～⑥のいずれかに該当したことにより、以下のア～カ等の費用のうち保険契約者、被保険者または被保険者の親族が現実に支
出した金額（※1）をお支払いします。

（お支払い対象となる場合）
①責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをして継続して3日以上入院した場合
②責任期間中に発病した病気（妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病、歯科疾病は含まれません。）により継続して3日以上入院した場合。
ただし、責任期間中に医師の治療を開始していた場合にかぎります。
③責任期間中に搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合。
④責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合
⑤責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをして、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
⑥病気または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡した場合

（お支払い対象となる主な費用）
ア.遭難した被保険者を捜索、救助または移送する活動に要した費用
イ.救援者（※２）の現地（※３）までの航空機等の往復運賃(救援者3名分を限度とします。）
ウ.現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料（救援者3名分を限度とし、かつ救援者1名につき14日分を限度とします。）
エ.治療を継続中の被保険者を自国の病院等へ移転するための費用。ただし、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃および治療
費用部分で支払われるべき費用は差し引いてお支払いします。
オ.a.救援者の渡航手続費
b.救援者・被保険者が現地で支出した交通費
c.被保険者の入院・救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等
ただし、治療費用部分で支払われる費用を除き、a～cを合計して20万円を限度とします。

カ.被保険者が死亡した場合の遺体処理費用（100万円を限度とします。）および自国への遺体輸送費用。ただし、払戻しを受けた運賃または負担する
ことを予定していた運賃等は差し引いてお支払いします。 など

（※1）社会通念上妥当な額とします。
（※2）現地へ赴く被保険者の親族（これらの方の代理人を含みます。）をいいます。
（※3）事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。

＜賠償責任保険金＞

責任期間中に偶然な事故により、他人の身体に障害を負わせたり、他人の財物（宿泊施設の客室、宿泊施設のルームキー、賃貸業者から被保険者ま
たは契約者が賃借した旅行用品等を含みます。）に損壊を与えたりしたこと等によって、
法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用（訴訟費用等）の合計金額をお支払します。（免責金額はありません。）。ただし、1回
の事故につきお支払いする損害賠償金は、賠償責任保険金額を限度とします。
（注1）被保険者が責任無能力者の場合で、その責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負ったときも損害賠償金をお支払し
ます。
（注2）賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。

＜携行品損害保険金＞

責任期間中に携行品が盗難・破損・火災等の偶然な事故により損害を受けた場合、携行品1つ（1個、1組または1対）あたり10万円（保険の対象が乗
車券等である場合は合計して5万円）を損害額の限度として、時価額または修繕費をお支払いします（免責金額はありません）。
ただし、携行品損害保険金額をもって、保険期間中のお支払いの限度とします。

なお、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による保険金の支払額に関して限度額が設定されている場合、盗難、強盗および航空会社等寄
託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中のお支払いの限度とします。

（注1）携行品とは、バッグ、カメラ、時計、衣類、旅券等、被保険者が責任期間中に携行する被保険者所有または旅行前に旅行のために無償で借り入

れた身の回り品をいいます。ただし、居住施設内（居住施設が一戸建住宅の場合はその住宅の敷地内、集合住宅の場合は被保険者が居住している
戸室内をいいます。）にある間、携行しない別送品および下記のものは保険の対象に含まれません。

現金、小切手、クレジットカード、自動車・原動機付自転車以外の運転免許証、定期券、コンタクトレンズ、義歯、船舶、自動車、
原動機付自転車、動物、植物、稿本、設計書、商品もしくは製品等、データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物、危険な運動
（ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等）を行っている間のその運動のための用具およびウインド
サーフィン、サーフィン等の運動を行うための用具 など

（注2）「時価」とは同等なものを新たに購入するのに必要な金額から、使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をい
います。
（注3）自動車・原動機付自転車の運転免許証の損害については、国または都道府県に納付した再発給手数料をお支払いします。

②



＜用語のご説明＞

通院 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。

入院
治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に
専念することをいいます。

免責金額 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。

用語 用語の定義

治療

未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。

医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。

旅行行程 加入依頼書等記載の旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。

＜航空機遅延費用保険金＞

被保険者が責任期間中に以下＜お支払い対象となる主な場合＞のいずれかに該当し、被保険者がそれぞれの地で現実に支出した金額（※）を、2万
円を限度としてお支払いします。
（※）社会通念上妥当な額とします。

（お支払い対象となる主な場合）
①搭乗予定航空機の6時間以上の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗予定受付業務の不備による搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機の着陸
地変更により、6時間以内に代替機を利用できない場合

②搭乗した航空機の遅延（被保険者が搭乗予定の航空機の出発遅延、欠航等または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更を含みます。）によっ
て、乗継予定航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できない場合 など

（注）上記①は出発地（着陸地変更の場合はその着陸地）、②は乗継地において負担した費用にかぎります。

（お支払い対象となる主な費用）
ア.宿泊施設の客室料、食事代、国際電話料等通信費、目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行
サービスの取消料
イ.交通費（宿泊施設への移動に要するタクシー代等の費用または航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用）

（注）保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事故、損害額の証明書類をお持ち帰りください。

＜航空機寄託手荷物遅延等費用保険金＞

航空機搭乗時に航空会社へ預けた手荷物の目的地への到着が6時間を超えて遅れた場合、目的地への到着後、96時間以内に購入した衣類・生活必
需品の費用およびやむを得ず必要となった身の回り品の費用を、10万円を限度としてお支払いします。

（注1）手荷物が被保険者のもとに到着した時以降の費用は除きます。
（注2）保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事故、損害額の証明書類をお持ち帰りください。

③

お問い合わせ先 ＜取扱代理店＞

日本エマージェンシー
アシスタンス株式会社

保険担当

〒112-0002 東京都文京区小石川1-21-14 NRK小石川ビル
TEL ０３－３８１１－８３０３
FAX ０３－３８１１－８１８３

引受保険会社

株式会社損害保険ジャパン
本店営業第三部第一課

〒103-8255 東京都中央区日本橋2-2-10
TEL ０３－３２３１－４１５３
FAX ０３－３２３１－９９０１



保険金をお支払いできない主な場合

＜傷害死亡、傷害後遺傷害、治療・救援費用、疾病死亡＞

【共通】
◇故意または重大な過失
◇戦争、その他の変乱（テロ行為を除きます。）、核燃料物質等
◇頸部症候群（いわゆる「むちうち症」）、腰痛等で医学的他覚所見のないもの（傷害死亡、疾病死亡は除きます。）

【治療費用部分（疾病の場合）、疾病死亡】
◇自殺行為、犯罪行為または闘争行為
◇歯科疾病
◇妊娠、出産、早産または流産

【傷害死亡、傷害後遺障害、治療費用部分（ケガの場合）】
◇自殺行為、犯罪行為または闘争行為
◇無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
◇妊娠、出産、早産または流産
◇脳疾患、疾病または心身喪失

【救援費用部分】
◇自殺行為（※1）、犯罪行為または闘争行為
◇無資格運転、酒気を帯びた状態での運転（いずれも事故の発生の日からその日を含めて180日以内にケガにより死亡された場合を除きます。）
◇麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
◇妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病、もしくは歯科疾病による入院 など

＜賠償責任保険金＞
◇故意
◇戦争、その他の変乱（テロ行為を除きます。）、核燃料物質等
◇被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
◇被保険者の同居の親族、旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
◇心神喪失に起因する損害賠償責任
◇航空機、船舶、車両、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
◇被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任（※2） など

＜航空機寄託手荷物遅延等費用、航空機遅延費用＞
◇故意、重大な過失または法令違反
◇戦争、その他の変乱（テロ行為を除きます。）、核燃料物質等
◇無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転による損害

このあらましは概要を説明したものです。
補償内容の詳細については、ご加入いただいた際にお渡しするポケットガイド
をご覧ください。

加入されたプランにより補償される内容が異なります。
このあらましに記載された補償がすべて受けられるわけではありませんので、
ご自身で加入されたプランに該当する補償の項目をご確認ください。

（※1）責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡されたときは、【救援者費用部分】の
保険金をお支払いします。

（※2）次の損害に対する損害賠償責任はお支払いの対象となります。
・宿泊施設の客室、宿泊施設の客室内の動産（宿泊施設のルームキー、客室外のセーフティボックスのキーを含みます。）
・居住施設内の部屋、部屋内の動産（建物またはマンションの戸室全体を賃借している場合を除きます。）
・賃貸業者から保険契約者または被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用品

（※3）火災消防または避難処置による場合や、空港等における安全確認検査等において手荷物にかけていた錠が壊された場合を除きます。

＜携行品損害＞
◇故意、重大な過失または法令違反
◇戦争、その他の変乱（テロ行為を除きます。）、核燃料物質等
◇地震、噴火またはこれらによる津波
◇携行品の欠陥、または自然の消耗、性質によるさび・変色、機能に支障をきたさない概観の損害
◇置き忘れまたは紛失
◇偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故
◇国等の公権力の行使 （※3） など

④ （SJ13-02197 2013/05/30)
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